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改 正 現 行

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 ［略］

（補助の目的）

第２条 県は、民有林の適正な管理及び安定的な林業経営の確立並びに山村地域の生活環境の向上を図るため、市町村、

森林組合又は森林組合連合会（［削除］以下「補助事業者」という。）が行う次に掲げる補助対象事業に要する経費に対

し、予算の範囲内において補助金を交付する。

（１）林道開設事業［略］

（２）林道改良事業［略］

（３）林道舗装事業［略］

［削除］

（4）間伐等促進林道緊急整備事業

第３条［略］

～［中略］～

第６条［略］

（着手届）

第７条 補助事業者は補助事業に着手したときは、着手した日から起算して14日以内に別記第５号様式による着手届２通を

知事に提出しなければならない。

（補助事業の変更）

第８条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に別記

第６号様式による変更承認申請書２通を知事に提出して承認を受けなければならない。

（１）事業費の変更

（２）事業量の変更

（３）事業の内容（路線に変更があった場合を含む。）の変更

（４）事業に要する経費の配分の変更

（５）事業期間の延長

（補助金の概算払の請求）

第９条 規則第14条ただし書の規定に基づき、概算払を受けようとする補助事業者は、別記第９号様式による概算払請求書２

通を知事に提出しなければならない。

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 ［略］

（補助の目的）

第２条 県は、民有林の適正な管理及び安定的な林業経営の確立並びに山村地域の生活環境の向上を図るため、市町村、

森林組合又は森林組合連合会（森林居住環境整備事業においては市町村に限る。以下「補助事業者」という。）が

行う次に掲げる補助対象事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

（１）林道開設事業［略］

（２）林道改良事業［略］

（３）林道舗装事業［略］

（４）森林居住環境整備事業

山村と都市との共生を図りつつ、山村地域の快適な居住環境を創出するため、居住地周辺の森林の整備、山村

地域の定住基盤の整備を目的とする事業（森林居住環境整備事業実施要綱（平成14年３月29日付け13林整整

第883号農林水産事務次官依命通知）及び森林居住環境整備事業実施要領（平成14年３月29日付け林整整第

887号林野庁長官通知）に定める事業実施採択を受けた地区内で、事業計画に基づき実施する事業（森林基幹道

の開設を除く。）とし、その内容は同通知の規定に適合するものとする。

なお、森林居住環境整備事業においては、補助事業者は、市町村とし、市町村が当該事業を実施する場合及び

森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が当該事業を実施する場合であって、その事業の実施に要する経費

に対して市町村が補助するときに要する経費を当該事業の補助の対象とする。

（5）間伐等促進林道緊急整備事業

第３条［略］

～［中略］～

第６条［略］

（着手届）

第７条 補助事業者は補助事業に着手したときは、着手した日から起算して14日以内に別記第４号様式による着手届２通を

知事に提出しなければならない。

（補助事業の変更）

第８条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に別記

第５号様式による変更承認申請書２通を知事に提出して承認を受けなければならない。

（１）事業費の変更

（２）事業量の変更

（３）事業の内容（路線に変更があった場合を含む。）の変更

（４）事業に要する経費の配分の変更

（５）事業期間の延長

（補助金の概算払の請求）

第９条 規則第14条ただし書の規定に基づき、概算払を受けようとする補助事業者は、別記第６号様式による概算払請求書２

通を知事に提出しなければならない。
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 2

改 正 現 行

（実績報告）

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく別記第１０号様式による実績報告書２通を知事に提出しなけれ

ばならない。

２ 実績報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 経費精算書（別記第１１号様式）

(2) 当該事業に関する各種契約書又は請書の写し（提出済のものを除く。）

(3) 当該事業の検査調書又はそれに準ずるものの写し

(4) 完成写真

３ 補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに 係る消費税等相当額が明らかに

なった場合は、これを補助金から減額して報告しなければならない。

４ 補助事業者は、第１項の実績報告を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額が確定した場合は、速やかにその金額（前項の規定により減額した場合にあっては、その金額

が減じた額を上回る部分の金額）を返還しなければならない。

（繰越承認申請）

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、年度内の不測

の事由により年度内の完成が見込めなくなったときは、次に掲げる書類を２部提出し、知事の承認を受けなければ

ならない。

(1) 繰越承認申請書 （別記第12号様式）

(2) 事業繰越計画書 （別記第13号様式）

(3) 繰越収支予算書 （別記第14号様式）

(4) 前３号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類

（一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又は再着手）

第12条 補助事業者は、補助事業を一時中止若しくは部分中止する場合は別記第15号様式、工期を延期した場合は別

記第16号様式又は再着手した場合は別記第17号様式により、一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又

は再着手の日から起算して14日以内にそれぞれ２通を知事に届け出なければならない。

（補助の条件）

第１３条 補助事業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

（１）規則及びこの要綱の規定に従わなければならないこと。

（２）補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌

年度から起算して５年間保管しなければならないこと。

（３）補助事業によって開設した林道については、林道管理規則を定めて管理しなければならないこと。

（４）補助金交付の翌年度から起算して８年以内に当該林道の全部又は一部を転用若しくは用途変更しようとするとき又

は補助目的を達成することが困難となるおそれのあるときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならないこと。

（５）市町村以外の間接補助事業者が請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、

一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争又は随意契約に付することができる。

なお、請負その他の契約をしようとする場合は、契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下「競争入

札等」という。）に参加しようとする者に対し、別記第18号様式による指名停止に関する申立書の提出を求め、当

該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

第１４条[略]

第１５条[略]

第１６条[略]

（実績報告）

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく別記第７号様式による実績報告書２通を知事に提出しなけれ

ばならない。

２ 実績報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 経費精算書（別記第８号様式）

(2) 当該事業に関する各種契約書又は請書の写し（提出済のものを除く。）

(3) 当該事業の検査調書又はそれに準ずるものの写し

(4) 完成写真

３ 補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに 係る消費税等相当額が明らかに

なった場合は、これを補助金から減額して報告しなければならない。

４ 補助事業者は、第１項の実績報告を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額が確定した場合は、速やかにその金額（前項の規定により減額した場合にあっては、その金額

が減じた額を上回る部分の金額）を返還しなければならない。

（繰越承認申請）

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、年度内の不測

の事由により年度内の完成が見込めなくなったときは、次に掲げる書類を２部提出し、知事の承認を受けなければ

ならない。

(1) 繰越承認申請書 （別記第９号様式）

(2) 事業繰越計画書 （別記第１０号様式）

(3) 繰越収支予算書 （別記第１１号様式）

(4) 前３号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類

（一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又は再着手）

第12条 補助事業者は、補助事業を一時中止若しくは部分中止する場合は別記第12号様式、工期を延期した場合は別

記第13号様式又は再着手した場合は別記第14号様式により、一時中止若しくは部分中止若しくは工期延期又は再着手の日

から起算して14日以内にそれぞれ２通を知事に届け出なければならない。

（補助の条件）

第１３条 補助事業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

[追加]

（１）補助事業によって開設した林道については、林道管理規則を定めて管理しなければならないこと。

（２）補助金交付の翌年度から起算して８年以内に当該林道の全部又は一部を転用若しくは用途変更しようとす

るとき又は補助目的を達成することが困難となるおそれのあるときは、あらかじめ知事の承認を受けなけ

ればならないこと。

（３）市町村以外の間接補助事業者が請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。

ただし、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争又は随意契約に付することがで

きる。

なお、請負その他の契約をしようとする場合は、契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下

「競争入札等」という。）に参加しようとする者に対し、別記第15号様式による指名停止に関する申立書

の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

第１４条[略]

第１５条[略]

第１６条[略]
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 3

改 正 現 行

（委任）

第１７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、知事が別に定める。

［中略］

附 則

この要綱は、令和２年 12月 21日から施行する。

別表第１（第 3条関係）

別表第２（第 6条 関係） ［略］

（委任）

第１７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、知事が別に定める。

［中略］

［追加］

別表第１（第 3条関係）

別表第２（第 6 条関係） ［略］

事業区分 事 業 種 目 補 助 事 業 費 補 助 率

林道開設事業

森林管理道開設

林業専用道開設

工事費

（工事雑費を除く。）
１００分の６０以内

森林管理道開設

林業専用道開設

（うち過疎・振興山村地域に限る。）

〃 １００分の６５以内

林道改良事業

幹線林道 〃 １００分の６０以内

その他林道 〃 １００分の５０以内

橋梁等点検診断・保全整備 〃 １００分の６０以内

林道舗装事業

幹線林道 〃 １００分の５１以内

その他林道 〃 １００分の５０以内

間伐等促進林道緊急

整備事業

間伐等促進林道緊急整備 〃 １００分の４６以内

間伐等促進林道緊急整備

（うち過疎･振興山村地域に限る。）
〃 １００分の５１以内

事業区分 事 業 種 目 補 助 事 業 費 補 助 率

林道開設事業

森林管理道開設

林業専用道開設

工事費

（工事雑費を除く。）
１００分の６０以内

森林管理道開設

林業専用道開設

（うち過疎・振興山村地域に限る。）

〃 １００分の６５以内

林道改良事業

幹線林道 〃 １００分の６０以内

その他林道 〃 １００分の５０以内

橋梁等点検診断・保全整備 〃 １００分の６０以内

林道舗装事業

幹線林道 〃 １００分の５１以内

その他林道 〃 １００分の５０以内

森林居住環境整備事

業

森林居住環境整備 〃 １００分の６５以内

〃（うち過疎・振興山村地域に限る。） 〃 １００分の７０以内

〃（うち森林利用施設に限る。） 〃 １００分の６５以内

〃（うち森林整備に限る。） 〃
高知県造林事業補助金交付規程により知事が別に定める基準に基づいて査定した経費の10

分の4

間伐等促進林道緊急

整備事業

間伐等促進林道緊急整備 〃 １００分の４６以内

間伐等促進林道緊急整備

（うち過疎･振興山村地域に限る。）
〃 １００分の５１以内

削 除
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改 正 現 行

別記

第１号様式（第４条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

令和 年度民有林林道事業計画書の提出について

上の事業計画書を、高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第４条第１項の規定により、別紙のとおり

提出します。

(注)住所は、市町村が事業計画書を提出する場合は省略することができます。

別記

第１号様式（第４条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

平成 年度民有林林道事業計画書の提出について

上の事業計画書を、高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第４条第１項の規定により、別紙のとおり

提出します。

(注)住所は、市町村が事業計画書を提出する場合は省略することができます。
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改 正 現 行

別紙１

令和 年度林道開設事業計画書

(注) １ 「林道の種類」欄は、森林基幹道、森林管理道、林業専用道又は森林施業道の別を記入してください。

２ 「区分」欄は、開設又は改築等を記入してください。

３ 「備考」欄は、新設又は継続の別及び開設単価を記入してください。

別紙１

平成 年度林道開設事業計画書

(注) １ 「林道の種類」欄は、森林基幹道、森林管理道、林業専用道又は森林施業道の別を記入してください。

２ 「区分」欄は、開設又は改築等を記入してください。

３ 「備考」欄は、新設又は継続の別及び開設単価を記入してください。
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葉

樹

広

葉

樹

針

葉

樹

広

葉

樹

ｍ ｍ 千

円

円 円 円 ｍ 千

円

ｍ 千

円

ha ha ha ｍ

3

ｍ3 ｍ3

林

道

の

種

類

路

線

名

位

置

区

分

全

幅

員

本 年 度 計 画 全 体 計 画 森 林 の 現 況
備

考

延

長

事

業

費

事業費財源内

訳

延

長

事

業

費

既

設

延

長

事

業

費

面

積

面積の内

訳

蓄

積

蓄積の内

訳

県

補

助

費

市

町

村

費

受

益

者

負

担

金

針

葉

樹

広

葉

樹

針

葉

樹

広

葉

樹

ｍ ｍ 千

円

円 円 円 ｍ 千

円

ｍ 千

円

ha ha ha ｍ

3

ｍ3 ｍ3



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 6

改 正 現 行

別紙２

令和 年度林道改良事業計画書

(注) １ 「区分」欄は、幹線又はその他の林道の種別を記入してください。

２ 「備考」欄は、新規又は継続の別及び既設林道の開設年度を記入してください。

別紙２

平成 年度林道改良事業計画書

(注) １ 「区分」欄は、開設又は改築等を記入してください。

２ 「備考」欄は、新規又は継続の別及び既設林道の開設年度を記入してください。

区

分

路

線

名

位

置

既 設 状 況 利用区域

改

良

の

種

類

改良計画 事業費の財源内訳

備

考
種

類

全

幅

員

延

長

面

積

蓄

積

全

幅

員

延

長

事

業

費

県

補

助

金

市

町

村

費

受

益

者

負

担

金

ｍ ｍ ha ｍ3 ｍ ｍ 千円 円 円 円

区

分

路

線

名

位

置

既 設 状 況 利用区域

改

良

の

種

類

改良計画 事業費の財源内訳

備

考
種

類

全

幅

員

延

長

面

積

蓄

積

全

幅

員

延

長

事

業

費

県

補

助

金

市

町

村

費

受

益

者

負

担

金

ｍ ｍ ha ｍ3 ｍ ｍ 千円 円 円 円



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 7

改 正 現 行

別紙３

令和 年度 林道改良事業計画書

◎ 橋梁等点検診断実施状況

◎ 令和 年度 林道改良事業（橋梁点検診断・保全整備）の実施計画

(注)
１． 林道台帳に登載された林道の施設。

２． 「保全整備」については、点検診断の結果、緊急に補強及び更新等が必要とされた施設であり、１箇所当たりの事業費が４０万円以上９００万円未満。

[追加］

旧市町村名 施設名称 区分等
施設数 点検診断実施状況 実施状況経過表(実施済み) 未実施施設の点検診断の実施計画

全体 実施済み 未実施 H28迄 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 残 実施しない場合の施設管理方針

橋梁 橋長4.0m以上

トンネル －

その他(重要構造物)管理者が認めるもの

合 計

事業区分 施設名称 区 分 施設数 事業費(円) 内 訳 ※路線名と施設名を記載

点検診断

橋梁 橋長4.0m以上

橋長15.0m以上

トンネル

その他(重要構造物)

合 計

事業費合計(円) 県補助金(円)市町村負担金(円)

事業区分 施設名称 区 分 施設数 事業費(円) 内 訳 ※路線名と施設名を記載

保全整備

橋梁 橋長4.0m以上

橋長15.0m以上

トンネル

その他(重要構造物)

合 計

事業費合計(円) 県補助金(円) 市町村負担金(円)



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 8

現 行

別紙４

令和 年度林道舗装事業計画書

(注) １ 「区分」欄は、幹線又はその他の林道の種別を記入してください。

２ 「備考」欄は、新規又は継続の別及び既設林道の開設年度を記入してください。

別紙３

平成 年度林道舗装事業計画書

(注) １ 「区分」欄は、幹線又はその他の林道の種別を記入してください。

２ 「備考」欄は、新規又は継続の別及び既設林道の開設年度を記入してください。

区

分

路

線

名

位

置

既設林道 利用区域 本 年 度 計 画
全体計画

備

考
種

類

全

幅

員

延

長

面

積

蓄

積

全

幅

員

延

長

事

業

費

事業費財源内訳

県

補

助

金

市

町

村

費

受

益

者

負

担

金

延

長

箇

所

数

事

業

費

ｍ ｍ ha ｍ3 ｍ ｍ 千

円

円 円 円 ｍ 千円

区

分

路

線

名

位

置

既設林道 利用区域 本 年 度 計 画
全体計画

備

考
種

類

全

幅

員

延

長

面

積

蓄

積

全

幅

員

延

長

事

業

費

事業費財源内訳

県

補

助

金

市

町

村

費

受

益

者

負

担

金

延

長

箇

所

数

事

業

費

ｍ ｍ ha ｍ3 ｍ ｍ 千

円

円 円 円 ｍ 千円



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 9

改 正 現 行

[削除］

別紙４

平成 年度森林居住環境整備事業計画書

（注）１ 「林道種別・施設名」欄は、森林管理道開設、林道改良、集落林道開設、給水施設整備又は森林整

備等の施設整備の名称を記入してください。

２ 「備考」欄は、新規又は継続の別を必ず記入してください。

林

道

種

別

・

施

設

名

路

線

・

箇

所

名

位

置

全

幅

員

本 年 度 計 画 全 体 計 画 森 林 の 現 況

備

考

延

長

・

数

量

事

業

費

事業費財源内訳

延

長

・

数

量

事

業

費

既

設

延

長

・

数

量

事

業

費

面

積

面積の内訳

蓄

積

蓄積の内訳

県

補

助

金

市

町

村

費

受

益

者

負

担
金

針

葉

樹

広

葉

樹

針

葉

樹

広

葉

樹

ｍ
千

円
円 円 円

千

円

千

円
ha ha ha m3 m3 m3



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 10

改 正 現 行

別紙５

令和 年度間伐等促進林道緊急整備事業計画書

(注) １ 「区分」欄は、開設又は改築等を記入してください。

２ 「備考」欄は、新設又は継続の別を記入してください。

別紙５

平成 年度間伐等促進林道緊急整備事業計画書

(注) １ 「区分」欄は、開設又は改築等を記入してください。

２ 「備考」欄は、新設又は継続の別を記入してください。

路

線

名

位

置

区

分

全

幅

員

本 年 度 計 画 全 体 計 画 森 林 の 現 況

備

考
延

長

事

業

費

事業費財源内訳

延

長

事

業

費

既

設

延

長

事

業

費

面

積

面積の内

訳

蓄

積

蓄積の内

訳

県

補

助

費

市

町

村

費

受

益

者

負

担

金

針

葉

樹

広

葉

樹

針

葉

樹

広

葉

樹

ｍ ｍ 千

円

円 円 円 ｍ 千

円

ｍ 千

円

ha ha ha ｍ3 ｍ3 ｍ3

路

線

名

位

置

区

分

全

幅

員

本 年 度 計 画 全 体 計 画 森 林 の 現 況

備

考
延

長

事

業

費

事業費財源内訳

延

長

事

業

費

既

設

延

長

事

業

費

面

積

面積の内

訳

蓄

積

蓄積の内

訳

県

補

助

費

市

町

村

費

受

益

者

負

担

金

針

葉

樹

広

葉

樹

針

葉

樹

広

葉

樹

ｍ ｍ 千

円

円 円 円 ｍ 千

円

ｍ 千

円

ha ha ha ｍ3 ｍ3 ｍ3



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 11

改 正 現 行

第２号様式（第５条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

生年月日

令和 年度民有林林道事業費補助金交付申請書

令和 年度において、下記のとおり事業を実施したいので、高知県補助金交付規則第３条第１項及び高

知県民有林林道事業費補助金交付要綱第５条第１項の規定により、補助金 円を交付さ

れたく関係書類を添えて申請します。

記

１ 事 業 の 目 的

２ 事 業 実 施 計 画 書 第３号様式のとおり

３ 収 支 予 算 書 第４号様式のとおり

４ 事業完了予定年月日

（注） １設計書及び設計図面の各１部を添えてください。

２住所及び生年月日は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

第２号様式（第５条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

生年月日

平成 年度民有林林道事業費補助金交付申請書

平成 年度において、下記のとおり事業を実施したいので、高知県補助金交付規則第３条第１項及び高

知県民有林林道事業費補助金交付要綱第５条第２項の規定により、補助金 円を交付さ

れたく関係書類を添えて申請します。

記

１ 事 業 の 目 的

２ 事 業 実 施 計 画 書 [追加］

３ 収 支 予 算 書 [追加］

４ 事業完了予定年月日

（注） １設計書及び設計図面の各１部を添えてください。

２住所及び生年月日は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 12

改 正 現 行

第３号様式（第５条関係）

事 業 実 施 計 画 書

（注） 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。

第３号様式（第５条関係）

事 業 実 施 計 画 書

（注） 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。

事業区分

事業種目

路線・箇所名

施行箇所

市 町

大字 字
郡 村

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量

施工期間

または業務期間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

施行方法 請負 委託

［削除］事業費

(補助対象事業費)
円

内
訳

本工事費 円

附帯工事費 円

測 量 及 び 試

験 費
円

備考

事業区分

事業種目

路線・箇所名

施行箇所

市 町

大字 字
郡 村

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量

施行期間

［追加］
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで

施行方法 請負 委託

補助事業費

［追加］
円

内
訳

本工事費 円

附帯工事費 円

測 量 及 び 試

験 費
円

備考



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 13

改 正 現 行

第４号様式（第５条関係）

収 支 予 算 書

（１） 歳 入

（２） 歳 出

［追加］

科 目
予 算 額

円
備 考

県 補 助 金

市 町 村 費

負 担 金 及 び 分 担 金

借 入 金

寄 附 金

合 計

科 目
予 算 額

円
備 考

工 事 請 負 費

内

訳

本 工 事 費

附 帯 工 事 費

測 量 及 び 試 験 費

合 計



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 14

改 正 現 行

第５号様式（第７条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

着 手 届

令和 年度民有林林道事業を令和 年 月 日から着手しましたので、高知県民有林林道事業費補助金

交付要綱第７条の規定により別紙のとおり請負契約書の写しを添えて届け出ます。

（注） 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

第４号様式（第７条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

着 手 届

平成 年度民有林林道事業を平成 年 月 日から着手しましたので、高知県民有林林道事業費補助金交

付要綱第７条の規定により別紙のとおり請負契約書の写しを添えて届け出ます。

（注） 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 15

改 正 現 行

第６号様式（第８条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

令和 年度民有林林道事業変更承認申請書

令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業の実施に

ついて、別紙理由により、事業内容及び経費の配分の変更をしたいので、高知県民有林林道事業費補助金

交付要綱第８条の規定により、承認されたく関係書類を添えて申請します。

１ 事 業 変 更 計 画 書 第７号様式のとおり

２ 収 支 予 算 書 第８号様式のとおり

３ 変 更 理 由 書 別紙のとおり

４ 事業完了予定年月日

(注) １ 「関係書類」は、別記第２号様式により補助金の交付（変更）が決定されたときの事業内容及

び経費の配分を比較対照したものとしてください。

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

第５号様式（第８条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

平成 年度民有林林道事業変更承認申請書

平成 年 月 日付け 第 号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業の実施に

ついて、別紙理由により、事業内容及び経費の配分の変更をしたいので、高知県民有林林道事業費補助金

交付要綱第８条の規定により、承認されたく関係書類を添えて申請します。

１ 事 業 変 更 計 画 書 ［追加］

２ 収 支 予 算 書 ［追加］

３ 変 更 理 由 書 ［追加］

４ 事業完了予定年月日

(注) １ 「関係書類」は、別記第２号様式により補助金の交付（変更）が決定されたときの事業内容及

び経費の配分を比較対照したものとしてください。

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 16

上段：変更前
下段：変更後

上段：変更前
下段：変更後

改 正 現 行

第７号様式（第８条関係）

事 業 変 更 計 画 書

（注） 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。

［追加］

事 業 変 更 計 画 書

（注） 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。

事業区分

事業種目

路線・箇所名

施行箇所

市 町

大字 字
郡 村

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量

施工期間

または業務期間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

施行方法 請負 委託

［削除］事業費

(補助対象事業費)
円

内
訳

本工事費 円

附帯工事費 円

測量及び試

験費
円

備考

事業区分

事業種目

路線・箇所名

施行箇所

市 町

大字 字
郡 村

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量

施行期間

［追加］
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで

施行方法 請負 委託

補助事業費

［追加］
円

内
訳

本工事費 円

附帯工事費 円

測量及び試

験費
円

備考
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 17

上段：変更前
下段：変更後

改 正 現 行

第８号様式（第８条関係）

変 更 収 支 予 算 書

（１） 歳 入

（２） 歳 出

［追加］

科 目
予 算 額

円
備 考

県 補 助 金

市 町 村 費

負 担 金 及 び 分 担 金

借 入 金

寄 附 金

合 計

科 目
予 算 額

円
備 考

工 事 請 負 費

内

訳

本 工 事 費

附 帯 工 事 費

測 量 及 び 試 験 費

合 計



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 18

改 正 現 行

第９号様式（第９条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

概 算 払 請 求 書

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり請求します。

記

金額 円

ただし、令和 年度民有林林道事業費補助金の概算払とします。

内 訳 （事業区分及び事業種目）

（注） １ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

２「事業区分」欄、「事業種目」欄及び「補助率」欄は、別表第１のとおり。

第６号様式（第９条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

概 算 払 請 求 書

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり請求します。

記

金額 円

ただし、平成 年度民有林林道事業費補助金の概算払とします。

内 訳 （事業区分及び事業種目）

（注） １ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

２「事業区分」欄、「事業種目」欄及び「補助率」欄は、別表第１のとおり。

路線・箇所名 補助対象事業費 補助率

決定された

補助金額

A

前回までに受領

した補助金の額

B

今回補助金請

求額

C

残額

A－（B＋C）

円 円 円 円 円

路線・箇所名 補助対象事業費 補助率

決定された

補助金額

A

前回までに受領

した補助金の額

B

今回補助金請

求額

C

残額

A－（B＋C）

円 円 円 円 円



高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表

高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 19

改 正 現 行

第 10 号様式（第 10 条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

令和 年度民有林林道事業実績報告書

令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業は、令和 年

月 日に下記のとおり完成しましたので、高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第 10 条第 1 項の規定に

より、関係書類を添えて報告します。

記

(注) １ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

２ 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。

第７号様式（第 10 条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

平成 年度民有林林道事業実績報告書

平成 年 月 日付け 第 号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業は、平成 年

月 日に下記のとおり完成しましたので、高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第 10 条第 1 項の規定に

より、関係書類を添えて報告します。

記

(注) １ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

２ 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。

事業区分

事業種目

路線・箇所名

施行箇所
市 町

大字 字
郡 村

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量

施工期間

または業務期間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

施行方法 請負 委託

［削除］事業費

(補助対象事業費)
円

内訳

本工事費 円

附帯工事費 円

測量及び

試験費
円

事業区分

事業種目

路線・箇所名

施行箇所
市 町

大字 字
郡 村

事業量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量

施行期間

［追加］
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

施行方法 請負 委託

補助事業費

［追加］
円

内訳

本工事費 円

附帯工事費 円

測量及び

試験費
円
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 20

改 正 現 行

第 11 号様式（第 10 条関係）

経 費 精 算 書

第８号様式（第 10 条関係）

経 費 精 算 書

路線・箇所名
事業量

（延長・数量）

［削除］事業費の精算額

（補助対象事業費）
補助金の額 備考

円 円

内 容

（１）歳 入

科目 予算額 精算額
差 引 き 備考

増 減

県補助金
円 円 円 円

補助事業者負担金

内
訳

市町村費

分担金

負担金

借入金

寄附金

合計

（２）歳 出

科目 予算額 精算額
差 引 き 備考

増 減

工事請負費
円 円 円

内
訳

本工事費

附帯工事費

測量及び試験費

合計

路線・箇所名
事業量

（延長・数量）

補助事業費の精算額

［追加］
補助金の額 備考

円 円

内 容

（１）歳 入

科目 予算額 精算額
差 引 き 備考

増 減

県補助金
円 円 円 円

補助事業者負担金

内
訳

市町村費

分担金

負担金

借入金

寄附金

合計

（２）歳 出

科目 予算額 精算額
差 引 き 備考

増 減

工事請負費
円 円 円

内
訳

本工事費

附帯工事費

測量及び試験費

合計
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 21

改 正 現 行

第 12 号様式（第 11 条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

繰 越 承 認 申 請 書

令和 年 月 日 付け 第 号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業について、

下記５の理由により事業の繰越しを承認されたく高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第 11 条ただし

書の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１ 事業の繰越を必要とする金額

２ 補 助 金 額

３ 令 和 年 度 事 業 繰 越 計 画 書 第 13 号様式のとおり

４ 繰 越 収 支 予 算 書 第 14 号様式のとおり

５ 繰 越 理 由 別紙のとおり

６ 繰 越 事 業 完 了 予 定 年 月 日

（注）住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

第９号様式（第 11 条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

繰 越 承 認 申 請 書

平成 年 月 日 付け 第 号で補助金の交付（変更）の決定通知がありました事業について、

下記５の理由により事業の繰越しを承認されたく高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第 11 条ただし

書の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１ 事業の繰越を必要とする金額

２ 補 助 金 額

３ 平 成 年 度 事 業 繰 越 計 画 書 ［追加］

４ 繰 越 収 支 予 算 書 ［追加］

５ 繰 越 理 由 ［追加］

６ 繰 越 事 業 完 了 予 定 年 月 日

（注）住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 22

改 正 現 行

第13号様式（第11条関係）

令和 年度事業繰越計画書

(注) 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。

第10号様式（第11条関係）

平成 年度事業繰越計画書

(注) 「事業区分」欄及び「事業種目」欄は、別表第１のとおり。

区 分 内 容

事業区分

事業種目

路 線 ・ 箇 所 名

施 行 箇 所

市 町

大字 字

郡 村

事 業 量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量

施 工 期 間

ま た は 業 務 期 間
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

施 行 方 法

全 体 年 度 内 繰 越 し

［削除］事業費

(補助対象事業費)

円 円 円

内

訳

本 工 事 費
円 円 円

附帯工事費
円 円 円

測量及び試験費
円 円 円

区 分 内 容

事業区分

事業種目

路 線 ・ 箇 所 名

施 行 箇 所

市 町

大字 字

郡 村

事 業 量 全幅員 ｍ 延長 ｍ 数量

施 行 期 間

［追加］
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで

施 行 方 法

全 体 年 度 内 繰 越 し

補 助 事 業 費

［追加］

円 円 円

内

訳

本 工 事 費
円 円 円

附帯工事費
円 円 円

測量及び試験費
円 円 円
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 23

改 正 現 行

第14号様式（第11条関係） ［略］

第 15 号様式（第 12 条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

工 事 一 時 （ 部 分 ） 中 止 届

令和 年度民有林林道事業は、下記理由により、令和 年 月 日から令和 年 月 日まで一時（部

分）中止しますので、高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第 12 条の規定により届け出ます。

記

理由

関係書類の写しを添付

(注) 1 関係書類の写しを添えてください。

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

第11号様式（第11条関係） ［略］

第 12 号様式（第 12 条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

工 事 一 時 （ 部 分 ） 中 止 届

平成 年度民有林林道事業は、下記理由により、平成 年 月 日から平成 年 月 日まで一時（部分）

中止しますので、高知県民有林林道事業費補助金交付要綱第 12 条の規定により届け出ます。

記

理由

関係書類の写しを添付

(注) 1 関係書類の写しを添えてください。

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 24

改 正 現 行

第 16 号様式（第 12 条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

工 期 の 延 期 届

令和 年度民有林林道事業は、下記理由により、令和 年 月 日まで 日間延長しましたので、高知

県民有林林道事業費補助金交付要綱第 12 条の規定により届け出ます。

記

理由

(注) 1 関係書類の写しを添えてください。

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

第 13 号様式（第 12 条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

工 期 の 延 期 届

平成 年度民有林林道事業は、下記理由により、平成 年 月 日まで 日間延長しましたので、高知

県民有林林道事業費補助金交付要綱第 12 条の規定により届け出ます。

記

理由

(注) 1 関係書類の写しを添えてください。

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 25

改 正 現 行

第 17 号様式（第 12 条関係）

［削除］ 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

再 着 手 届

令和 年度民有林林道事業は、令和 年 月 日から再着手しましたので、高知県民有林林道事業費補

助金交付要綱第 12 条の規定により届け出ます。

(注) 1 関係書類の写しを添えてください。

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。

第 14 号様式（第 12 条関係）

平成 年 月 日

高知県知事 様

補助事業者

住所

氏名 印

再 着 手 届

平成 年度民有林林道事業は、平成 年 月 日から再着手しましたので、高知県民有林林道事業費補助

金交付要綱第 12 条の規定により届け出ます。

(注) 1 関係書類の写しを添えてください。

２ 住所は、市町村が交付申請する場合は省略することができます。
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高知県民有林林道事業費補助金交付要綱新旧対照表 26

改 正 現 行

第 18 号様式（第 13 条関係）

年 月 日

補助事業者 様

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 印

契約に係る指名停止に関する申立書

当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域において、現在、国の機関又は地方公共

団体から指名停止の措置を受けていないことを申し立てます。

また、申立てが虚偽であることにより当方が非利益を被ることとなっても異議は一切申立てません。

(注) ○○には、「工事請負」又は「委託」のいずれかを記載してください。

第 15 号様式（第 13 条関係）

年 月 日

補助事業者 様

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 印

契約に係る指名停止に関する申立書

当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域において、現在、国の機関又は地方公共団

体から指名停止の措置を受けていないことを申し立てます。

また、申立てが虚偽であることにより当方が非利益を被ることとなっても異議は一切申立てません。

(注) ○○には、「工事請負」又は「委託」のいずれかを記載してください。


